
国
は
、
２
０
２
１
年
「
地
方
公

共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準

化
に
関
す
る
法
律
」
で
、
基
幹
業
務
を

対
象
に
国
が
策
定
し
た
シ
ス
テ
ム
に
移

行
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
シ
ス
テ

ム
移
行
の
財
政
支
援
は
、
２
０
２
５
年

ま
で
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
多
く

の
自
治
体
で
期
限
ま
で
に
間
に
合
わ
な

い
状
況
が
判
明
し
２
０
３
０
年
ま
で
延

長
さ
れ
た
。
現
在
、
中
核
市
市
長
会
を

は
じ
め
、
全
国
市
長
会
や
全
国
町
村
会

な
ど
か
ら
要
望
が
出
て
い
る
。
内
容
は

増
加
分
を
国
の
責
任
で
財
政
措
置
を
始

め
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
。

　

全
国
で
は
国
が
進
め
る
デ
ジ
タ
ル
化

に
地
方
は
対
応
で
き
な
い
状
況
と
増
大

す
る
経
費
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
。
町

の
行
政
シ
ス
テ
ム
の
現
状
と
今
後
の
見

通
し
に
つ
い
て
、
以
下
伺
う
。

⑴
シ
ス
テ
ム
の
進
捗
状
況
は
。

⑵
運
用
経
費
と
予
算
措
置
は
。

⑶
自
治
体
の
独
自
性
の
確
保
に
つ
い
て
。

⑷
職
員
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
る
の
か
。

⑸
災
害
・
停
電
時
の
シ
ス
テ
ム
運
用
は
。

⑹
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
の
導
入
の
考
え
は
。

  

町　

長

町　

長  

⑴
国
の
財
政
措
置
を
活
用
し
「
地
方
公

共
団
体
の
基
幹
業
務
シ
ス
テ
ム
の
統

一
・
標
準
化
（
以
下
、
「
シ
ス
テ
ム
標

準
化
」
と
い
う
。
）
」
を
進
め
る
。
対
象

事
務
は
基
幹
20
事
務
の
う
ち
18
事
務
で

あ
り
、
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用

し
て
運
用
す
る
。
本
年
９
月
下
旬
か
ら

「
総
合
行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
」
の
12
事

務
を
含
む
計
15
事
務
に
つ
い
て
環
境
構

築
を
開
始
し
、
12
月
下
旬
に
は
新
シ
ス

テ
ム
へ
の
移
行
を
完
了
す
る
予
定
。「
国

民
健
康
保
険
資
格
シ
ス
テ
ム
」
「
戸
籍

シ
ス
テ
ム
」
「
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
」

は
令
和
８
年
２
月
以
降
に
移
行
を
進
め

る
。
移
行
期
間
中
は
現
行
様
式
で
運
用

と
な
る
が
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響

は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

⑵
シ
ス
テ
ム
標
準
化
の
運
用
経
費
合
計

は
、
移
行
前
の
令
和
６
年
度
で
約
３
７

８
０
万
円
だ
っ
た
が
、
移
行
後
の
令
和

８
年
度
に
は
約
９
６
４
０
万
円
と
約

２
・
６
倍
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。
地

方
交
付
税
に
お
い
て
「
包
括
算
定
経
費
」

の
単
位
費
用
と
し
て
交
付
税
参
入
さ
れ

る
も
の
の
、
多
く
の
町
村
で
十
分
な
措

置
が
取
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
全
国
町
村

会
に
お
い
て
、
国
の
責
任
で
全
額
国
費

で
措
置
す
る
こ
と
を
要
望
し
て
い
る
。

⑶
標
準
仕
様
と
現
行
シ
ス
テ
ム
の
差
異

を
確
認
し
た
中
で
は
、
本
町
の
独
自
性

を
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
事
務
に
支
障
が

出
る
事
案
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

⑷
シ
ス
テ
ム
標
準
化
に
よ
り
、
ク
ラ
ウ

ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
シ
ス
テ
ム
改
修

を
行
う
こ
と
で
、
職
員
の
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
事
務
が
不
要
と
な
り
事
務
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
。
ま
た
、
異
な
る
シ
ス

テ
ム
間
の
ト
ラ
ブ
ル
減
少
や
シ
ス
テ
ム

の
安
定
性
向
上
が
期
待
で
き
る
。
さ
ら

に
、
効
率
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
迅
速
化
が
実
現
し
、

行
政
全
体
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。

⑸
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
す
る
こ

と
で
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
シ
ス
テ
ム
構

築
が
可
能
で
あ
り
、
国
が
定
め
た
運
用

基
準
を
満
た
し
た
外
部
の
デ
ー
タ
セ
ン

タ
ー
で
高
い
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
確
保
さ

れ
る
。
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
よ
り

地
方
公
共
団
体
の
個
別
対
策
が
不
要
と

な
り
、
災
害
・
停
電
時
も
複
数
の
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
で
円
滑
な
復
旧
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
通
信
拠
点
と
な
る
役
場
庁

舎
に
お
い
て
は
、
三
段
階
の
災
害
対
応

策
に
よ
り
停
電
時
で
も
シ
ス
テ
ム
運
用

性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

⑹
国
は
、
従
来
の
情
報
シ
ス
テ
ム
所
有

型
か
ら
、
利
用
型
へ
と
転
換
す
る
Ｓ
ａ

ａ
Ｓ
（
※
１
）
利
用
を
推
進
し
て
い
る
。

ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
は
、
公
的
機
関

や
民
間
事
業
者
が
整
備
し
た
「
公
共
Ｓ

ａ
ａ
Ｓ
」
の
利
用
環
境
と
し
て
利
用
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
本
町
で
は
、
ガ
バ

メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
し
、
「
シ
ス

テ
ム
ベ
ン
ダ
ー
」
が
「
公
共
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
」

を
構
築
し
た
上
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

経
由
で
利
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
は
、
国
際
基
準
認

証
を
受
け
て
い
る
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
ー

を
契
約
の
相
手
方
と
し
て
選
定
。
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
侵
害
時
の
迅
速
対
応
を
確
認

し
て
お
り
、
安
全
性
を
確
保
し
て
い
る
。

再
質
問

再
質
問  

　

こ
れ
ま
で
の
シ
ス
テ
ム
よ
り
経
費
が

増
え
る
が
、
ど
う
対
応
す
る
の
か
。

  

答答
　

国
が
進
め
る
改
革
、
国
が
予
算
措
置

を
行
う
べ
き
。
市
町
村
の
負
担
が
な
い

よ
う
、
今
後
も
予
算
措
置
を
求
め
る
。

答問
普
通
交
付
税
措
置
さ
れ
る
が
、
運
用
経
費
の
増
加
分
等

に
つ
い
て
引
き
続
き
国
に
要
請
を
行
う

行
政
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
、
予
算
措
置
は

■ 一 般 質 問 ■ 

⓭

問

2026.2 月号

荒　 貴 賀 議 員
（日本共産党
幕別町議員団）

　
（
※
１
）「
Ｓ
ａ
ａ
Ｓ
」
と
は

　
　

ク
ラ
ウ
ド
上
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
を
通
じ
て
利

　

用
す
る
サ
ー
ビ
ス
。


